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東京学生平和ゼミナールで活動する
ユース・小薬　岳さんに訊く

――本日は、よろしくお願いいたします。
さっそくですが、小薬さんが核や平和と
いった問題に関心をもたれるようになった
きっかけについてお話しください。

もともとは、2015 年安保法制で集団的自
衛権が問題になったとき、それに反対して
大勢の人が国会前に集まった様子が報じら
れ、漠然と民衆の力はすごいな、と感じた
ことが始まりかと思います。後になって同
じ頃に台湾で起きていたひまわり学生運動
や香港での雨傘運動のことを知って、アジ
アの民主主義や市民運動に関心を持つよう
になり、大学では中台関係を扱うゼミに入
りました。

高校時代は、修学旅行で広島に行ったこ

とをきっかけに被爆証言に接したり、沖縄
の基地問題や香港民主化デモを扱った書籍
で読書感想文を書いたりしていました。社
会問題のなかでも戦争と平和、軍事をめぐ
る問題に関心があって、ことに沖縄県と国
との代執行訴訟や埋立不承認に関する訴訟
など、数ある裁判の中で日本の行政訴訟の
問題点を強く感じるようになりました。た
だ、当時は直接活動にかかわる機会はあり
ませんでした。

大学進学後、やはり政治に関心を持って
いる同い年の学生から、原水爆禁止世界大
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会の学生ツアーに誘われました。それまで、
核兵器や政治について話すことのできるコ
ミュニティにかかわったことはなかったの
で、これは参加してみようと。ツアーに誘っ
てくれた人が学生平和ゼミナールのメン
バーで、そこから私も学生平和ゼミナール
の活動に参加するようになりました。

――学生平和ゼミナールの活動についてご
紹介いただけますか。

学生平和ゼミナールでは、数ヵ月に 1 回
程度、オンラインや対面での学習会を行っ
ています。講師の先生を招いて、その時々
の社会問題、特に平和や戦争をテーマにし
た学習会ですが、人権が尊重されなければ
本当の平和とはいえないという問題意識
で、外国人差別に関しての学習会を行った
こともあります。核兵器と戦争のない世界
をめざして活動する中でも、ただ核兵器と
戦争がなくなればいいというわけではな
く、すべての人の人権が尊重される社会を
どうめざすか、ということも同時並行的に
学んでいこうと思っています。

学習会には、周囲の学生に直接呼びかけ
るのとあわせて、SNS を使って X（旧ツイッ
ター）でも呼びかけています。イスラエル
によるガザ地区への侵攻が始まってからは
パレスチナ問題の学習会を複数回行いまし
たが、当時の関心の高まりもあり、SNS の
発信をきっかけに参加したという学生もい
ました。

学習会のほかには、ロシアやウクライ
ナ、そしてイスラエルの大使館前で、抗議
行動や要請行動を行ってきました。安保三
文書改定についての抗議行動を首相官邸前
で行ったこともあります。実は、このイン
タビューの後にも、高校生平和ゼミナール
が集めた「日本政府に核兵器禁止条約の署
名・批准を求める高校生署名」を外務省に

提出する行動に、学生平和ゼミナールも参
加することになっていて、その後は渋谷で
パレードする予定になっています。

――2023 年 11 月末から 12 月にかけて開催
された核兵器禁止条約第 2回締約国会合に
も参加されたとうかがっています。

学生平和ゼミナールで活動する中で、原
水禁世界大会に学生ツアーの参加申込をし
たり、事前学習として第五福竜丸展示館を
訪ねたりすることを通じて、日本原水協（原
水爆禁止日本協議会）の人とつながりがで
き、核兵器禁止条約第 2 回締約国会合に参
加してみないかとお声をかけていただきま
した。私にとっては初めての国際会議で、
大変貴重な機会をいただけたと思っていま
す。

締約国会合は、会議自体も、議場の外で
の行動も、とても開放的な印象を受けまし
た。国連の日本大使館前での要請行動や街
頭で宣伝行動を行いましたが、世界 1、2
位を争う核保有国のアメリカでこうした行
動をすれば、批判を受けるのではないかと

署名行動で発言
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思っていたところ、ビラを受け取ってくれ
る人も多かったですし、興味を持って尋ね
てくる人もいたりして、街の人の反応が
思ったよりも好意的だったのが印象的でし
た。

会議の中では、国力や経済規模にかかわ
らず、対等な立場で対話を行える環境にあ
るなと感じました。国だけでなく NGO に
も発言機会が保障され、発言される各国代
表や NGO 代表には女性の割合が高かった
ことも印象的でした。また、日本ではあま
り馴染みがない国かもしれませんが、赤道
ギニア共和国代表の発言が記憶に残ってい
ます。政府がこの締約国会合に参加する意
義を縷々述べた後で、このような意義があ
るのに、あえて参加しない日本政府には本
当にがっかりだ、と名指しで批判していま
した。

その他、ニューヨークピースアクション
というニューヨークで活動している学生の
平和団体の人たちとの交流会に参加する機
会もありました。それぞれの活動の悩みを
話し合って、どうやって新たに人を誘って
いくかというところなどは、共通したグ
ローバルな悩みだなと。それから、その過
程でよかったなと思うのは、広島はじめ日
本の各地で核兵器廃絶をめざして活動して
いる人たちと、ニューヨークの場を通して
出会えたことで、貴重な出会いだったなと
思っています。いい経験になりました。

――そういったご経験を踏まえて、今年非
核の政府を求める会の新春シンポでもご報
告され、日本が果たすべき役割についても
問題提起されておられました。その中で、
「一国平和主義に陥らないことが重要だ」
と強調されておられたのが興味深かったの
ですが、具体的にはどういうことを指すの
でしょうか。

大学のゼミでは中国と台湾の関係、アジ
アの緊張関係などを専攻しています。ひと
頃「台湾有事」が声高に叫ばれ、有事に備
えて抑止力が必要だといった議論が盛んに
行われていました。有事をめぐっての軍事
力強化という方向に私は反対ですが、反対
する理由の一つとして、そもそも台湾と中
国の問題（あるいは、台湾問題は中国の内
政問題）だから、日本はかかわる必要はな
い、という議論があったことに違和感があ
りました。本当に「台湾有事」になれば、
数多くの米軍基地がある沖縄の人たちを直
接的な危険に晒すことになりますし、有事
でなくても日常的に騒音、落下物、PFAS
の問題、女性や未成年者への性暴力などと
いう問題があって、こういったことは、もっ
と広く共有されなければいけないと思って
います。ただその中にあって、沖縄や在日
米軍基地をなくして、憲法 9 条の理念を実
現しますというときに、では近隣でそうい
う軋轢、衝突が起こりかねない状況で、日
本は、軍事的なものには関与しないという
姿勢をとるだけでよいのだろうかというの
が、私の問題意識です。

アメリカに追随して中国と敵対的に軍事
的抑止を強める方向では対立を煽りかねな
いですから、有事になる前の段階で、まず
中国との友好関係を築くことが必要だと思
います。それには、歴史問題に真摯に向き
合うことが必要です。しかし、ただ中国と
仲良くすればよいというわけではないと思
います。それでは零れ落ちてしまうものが
あるのではないか。今の中国が台湾に対し
て行っているような軍事的な威嚇につい
て、黙認するようなことになってしまわな
いか。経済的なつながりも含めて、友好関
係のあり方を模索することが本当の抑止で
はないかと思います。
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――現実には、中国と台湾の関係というよ
りも、アメリカとそれに追随する日本が台
湾の後ろ盾になっているという、核大国同
士の米中対立が緊張関係の根本であるよう
に思います。中国と台湾の問題は、当事者
同士が決めればいい、という意見について
は、どう思われますか。

台湾（中華民国）の憲法には、現状、中
国大陸全体を含めて中華民国であるという
建前が残っています。ただ、台湾に住む人々
にとって、そもそも台湾における「中華民
国」は第二次大戦後に持ち込まれた概念で
あって、近年では、中国的なものを名乗ろ
う、とか、自らが正当な中国である、とい
う世論はもはや少数派です。けれども、「大
陸も含めての中国」という建前が崩れてし
まうと、大陸、すなわち中華人民共和国の
側からは、台湾の独立、国家の分裂行為と
みなされて、それこそ武力行使の口実に
なってしまうという問題があります。です
から、完全に対等な当事者間の問題という
よりも、中国と台湾の非対称な関係によっ
て生み出されているのが今の実態ではない
かと考えています。当事者同士の対等な対
話によって問題を解決するのが最も望まし
いことは間違いありませんが、ではどう
やってその対等な場をつくるか。そのため
に、何か日本が役割を果たせるのであれば、
それこそ「一国平和主義」ではないあり方
を示せるのではないかと思うのですが…。

米中対立の中で、日本はアメリカから軍
事費の増加を要求されていますし、とりわ
け沖縄の人たちは米軍基地によって実質的
な被害も受けています。それは一見、「大
国に巻き込まれる小国」という構図にもみ
えます。しかし、憲法 9 条があり、経済力
もあり人口規模も大きい日本を、ただ大国

に振り回されるだけの存在と認識すること
には違和感があります。日本は、アジアの
問題について、軍事的ではないやり方で、
ソフトな影響力でもって貢献することがで
きるのではないか、と考えています。

――それが憲法 9条を活かした日本の役割
ということですね。また、非核の政府を求
める会新春シンポでは、どうやって私たち
は被爆の実相を継承・発信していくかとい
う課題も提起されていました。

今、被爆者の方は高齢化し、そう遠くな
い将来に広島・長崎の被爆を直接体験され
た方は世界からいなくなるときがくると思
います。もちろん今はビデオや手記という
かたちで被爆証言を残す努力が積み重ねら
れていますが、若い世代がそれらに触れる
とき、やはり直接被爆者のお話を聴くのと
映像などを通して知るのとでは、伝わり方
が違うのではないか、当事者性が薄れてし
まうのではないかと危惧しているところで
す。

一方で、若い世代の中では新しいチャレ
ンジも始まっています。学生平和ゼミナー
ルの取り組みではありませんが、2024 年
9 月に KNOW NUKES TOKYO が東京大
学情報学環オープンスタジオを借り切って

「あたらしいげんばく展―アートとテクノ
ロジーで表現する核の脅威」1 を開催しま
した。私も鑑賞してきましたが、新たな被
爆の継承のかたちを模索する中で生まれた
企画だなと感じました。AI を駆使し視覚
にうったえる展示で、チャット GPT に核
兵器や核抑止について質問して得た回答と
被爆者の証言との違いを比べてみたり、原
爆や核兵器についての各国の政治家たち
の言説が黒い風船に白文字で書かれていた

1  詳細 https://openstudio-utokyo.com/archive/20240915-2591/　参照。



ー 45東京学生平和ゼミナールで活動するユース・小薬　岳さんに訊く


り、これまでの一般的な資料館などの展示
では見たことのないような、さまざまな工
夫がこらされていました。新しい時代に被
爆の実相をどのように伝えるかということ
に、何が正解かというものはないですし、
今後いろいろな人たちが試行錯誤しながら
進めていくのだろうと思いますが、「あた
らしいげんばく展」は興味深い試みの一つ
だと思いました。

――最後に、これから核廃絶を進めていく
うえで、今一番訴えたいこと、何が一番重
要だと考えておられるかについてお話しく
ださい。

ロシアによるウクライナ侵攻に対して
は、国際秩序への挑戦だと批判が巻き起こ
りましたが、その後起きたイスラエルによ
るガザ地区への攻撃については、欧米は批
判せず、イスラエルを擁護する姿勢をとっ
ているのはおかしいと感じています。これ
まで核大国の支配によって曲がりなりにも
バランスをとっていたのが、その均衡も危
うくなっています。国際秩序の崩壊に、危
機感を抱いています。核大国による支配と
いう国際秩序が変わるのは良いのですが、
それが崩壊したとき、崩壊の仕方によって

は今後どうなるのかを懸念しています。ま
た、米大統領にトランプ氏が就任したこと
で、今後、大国間のディールによって小国
が完全に、駒のように、取引材料として扱
われるような状況が生まれるのではない
か、こういう危険性についてもっと知って
もらいたい。

なかでも、各国で核武装しようという声
が強まることを心配しています。韓国の核
武装論、そしてフランスのマクロン大統領
が核抑止を欧州に拡大すると発言したり、
EU 軍創設の話が持ち上がったり。混沌と
した情勢の中で、各国がそれぞれ軍事力を
拡大していく安全保障のジレンマが、究極
的なところまで行き着いてしまうのではな
いかと。核兵器禁止条約第 3 回締約国会合
に、これまでオブザーバー参加していた
NATO 加盟国が今回参加しなかったのも
ひとつの表れかもしれません。こういう時
代の動きを踏まえて、平和憲法を持つ日本
はどういう役割を果たしていくべきか、と
いったことを訴えていきたいと考えていま
す。

――本日は、長時間にわたり貴重なお話を
聴かせていただき、有難うございました。

原水爆禁止2024年世界大会　東京学生ツアー参加者と


